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今後の協議会とパイロット事業のスケジュール等

中央協議会・地方協議会とパイロット事業の進め方（平成28年度進捗状況）
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第４回地方協議会 第５回地方協議会 第６回地方協議会

改善結果の把握
➢運転日報等による情報収集
➢効果の把握
➢改善策や今後に関する意見交換等

事業場訪問

改善メニューの提示
➢現場の実態と問題点の確認
➢改善メニューの提示
➢意見交換 等

第２回検討会

現場実態の詳細把握
➢実態の聴き取り
➢運転日報等による情報
収集
➢改善方法等に対する意
見交換 等

事業場訪問 ✓改善結果のとりまとめ
✓今後の課題や対応策の検討

✓現場での改善メニュー実施
可否の検討

✓現場での改善メニューの実施

✓長時間労働の要因の整理
✓改善メニューの検討

現場実態の一時把握
➢合意の形成
➢チェックリストの配布
➢意見交換 等

第１回検討会

改善結果のまとめ
➢報告書案の提示
➢今後の意見交換
➢ｱﾝｹ ﾄー調査票の配布 等

第３回検討会
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平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

①中央・各都道府県において
協議会の設置・検討

（厚生労働省・国土交通省、
荷主、事業者等による協議会）

②長時間労働の実態調査、
対策の検討

③パイロット事業（実証実験）
の実施、対策の具体化

④長時間労働改善ガイドライン
の策定・普及

⑤長時間労働改善の普及・定着

トラック輸送における長時間労働の抑制に向けたロードマップ

今後の協議会とパイロット事業のスケジュール等

実態調査の
実施・検証

協議会の開催、パイロット事業の計画・検証、対策の検討、
ガイドラインの策定 等

ガイドラインの策定・普及

パイロット事業（実証実験）の実施

労働時間縮減のための助成事業

協議会の設置

普及・定着の
促進
助成事業の実施
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中央協議会・地方協議会とパイロット事業の進め方（平成29年度イメージ）
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第７回地方協議会 第８回地方協議会 第９回地方協議会

第７回中央協議会 第８回中央協議会
第９回

中央協議会

改善結果の把握
➢運転日報等による情報収集
➢効果の把握
➢改善策や今後に関する意見交換等

事業場訪問

改善メニューの提示
➢現場の実態と問題点の確認
➢改善メニューの提示
➢意見交換 等

第２回検討会

現場実態の詳細把握
➢実態の聴き取り
➢運転日報等による情報
収集
➢改善方法等に対する意
見交換 等

事業場訪問 ✓改善結果のとりまとめ
✓今後の課題や対応策の検討

✓現場での改善メニュー実施
可否の検討

✓現場での改善メニューの実施

✓長時間労働の要因の整理
✓改善メニューの検討

現場実態の一時把握
➢合意の形成
➢チェックリストの配布
➢意見交換 等

第１回検討会

改善結果のまとめ
➢報告書案の提示
➢今後の意見交換
➢ｱﾝｹ ﾄー調査票の配布 等

第３回検討会

今後の協議会とパイロット事業のスケジュール等
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今後の協議会とパイロット事業のスケジュール等

発
荷
主

着
荷
主

元
請下

請

パイロット事業（実証実験）は、コンサルタント等の専門家のアドバイスのもと、実験に参加するトラック運転者の長時間労働
等の改善を図るものである。以下のように、①荷主及び運送事業者の現状の分析、②課題の洗い出し・課題に対する解決
手段の検討、③解決手段の実証実験、④検証 等を行う。

この事業で明らかになる課題や解決策は、平成30年度に取りまとめるガイドラインに反映し、横展開することで、トラック業
界全体の長時間労働是正につなげる。

パイロット事業（実証実験）

実験に参加する事業者と、コンサルタ
ントが連携し、当該集団における運送
取引の実態を把握。（打合せや事業場
の訪問を複数回実施。）

現状分析

現状分析を踏まえ、当該集団の課題
を設定し、この課題を解決する手段を
検討する。

課題の洗い出し、解決手段の検討

設定した課題に対する解決策を実証
する。

実証実験
実
験
結
果
検
証

コンサルタント

対象集団は、発荷主、元請運送事業者、下請運送事業者、着荷主の四者で構成。

下請事業者（実運送事業者）は、山口県内に営業所を有するトラック事業者であって、現在
又は過去にトラック運転者の長時間労働等の実態があり、荷主と長時間労働改善に向け
た問題意識を共有、改善の意欲があるもの。

選定に当たってのポイントは、山口県内を発地とした場合の運行距離や所要時間など解決
しようとする課題が、トラック運転者の長時間労働等の改善を図るパイロット事業の趣旨に
かなうかどうか。

地方協議会事務局（トラック協会、山口労働局、山口運輸支局の三者）において、関係者
等から助言をいただきながら、対象集団の選定に当たる。

次回の地方協議会までに対象集団の選定を行い、協議会において報告。

対象集団選定の方向性（案）
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平成２９年度山口県パイロット事業の進め方（対象集団選定の方向性）




